
　

１年生

大 口 町 立 大 口 中 学 校

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

　大口町内の小中学校では、教材費等の学校納付金は保護者（又は生徒）名義の口座から

必要な金額を引き落とし、学校の口座へ振り替えることにより集金する方法（口座振替制度）

で行っています。

　つきましては、本年度の集金を下記のとおり計画しましたのでお知らせいたします。

１．口座振替の趣旨

 　＊ 集金日に生徒が多額の現金を持ち運ぶことによる危険を避ける。

　 ＊ 集金事務の簡素化及び合理化を図る。

　

２．口座振替の方法

    保護者（又は生徒）の口座（通帳）から学校納付金を引き落とし、学校の口座へ振

  り替えることにより集金します。前日までに残額をご確認ください。　

３．取扱金融機関　　愛知北農業共同組合（ＪＡ愛知北）の本・支店

　（特にお申し出がない限り、小学校で使用した口座を引き続き

　　使用します）

４．学校納付金の項目

　(1) 給食費

令和７年度から無償化のため集金しません。

　

  (2) 教材費等・・・・補助教材、実習費、アルバム代等に要する費用

26,140円

　

  (3) 修学旅行積立金・・・・３年時の修学旅行に要する費用の積立金

　　１年生では積立を行いません。詳細は裏面下部をご確認ください。

　

  (4) 自然教室積立金・・・・２年時の自然教室に要する費用の積立金

　　１年生で積み立てる額　　5,000円(残りは業者へ直接支払い）

  (5) 生徒会費・・・・生徒会活動に要する費用で、生徒会規約の定めによる

　  　50 円 × 12 月 ＝ 600 円

  (6) ＰＴＡ会費・・・・ＰＴＡ活動に要する費用で、ＰＴＡ規約の定めによる

　230 円 × 12 月 ＝ 2,760 円　（１世帯につき）

  (7) 振替手数料・・・・振替１件につき　11 円

５．口座振替後について

    振り替えができなかった場合は、その月分のみ現金集金となります。生徒を通じて

  集金袋をお渡しいたします。現金もしくは振り込みにて納入してください。

　　現金の場合は、紛失等を防ぐために、原則、保護者の方が学校に持参し納入ください。

校　　長

１年主任

大 前 健 二
岩 本 勇 希

年　額

記

令和7年10月1日

年　額

令和７年度　学校納付金について（ １年生 ）

年　額

保護者各位

自然教室の費用につきまして学校積立ではな
く業者による集金としました。



  

集金日
（振替日） 給食費 教材費等 修学旅行 自然教室 生徒会費 PTA会費 手数料 長　子 長子以外

5月15日 8,320 300 1,380 11 10,011 8,631
6月10日 10,000  11 10,011 10,011
7月7日  
9月5日 5,000 5,000  11 10,011 10,011

10月10日 320 0 300 1,380 11 2,011 631
11月7日   
12月4日  
1月9日 2,500 0  11 2,511 2,511

2月10日   
合　計 26,140 5,000 600 2,760 55 34,555 31,795

＊　本校に複数の生徒が在籍する場合、手数料は「生徒一人につき１回１１円」です。

＊　欠食については、欠食初日の３日前（学校の休業日を除く）までにご連絡いただき、

　　合計４日分以上の欠食を行える場合に手続きを行います。

　　原則として学校からのお声がけはしませんのでご承知ください。

＊　生徒会費は、５月と１０月に半期分をまとめて集金します。

＊　教材費等は調整月（１月）に過不足を調整します。

＊　各項目で生じた金額の過不足につきましては、項目間で調整を行う場合があります。

＊　集金額に変更がある場合は、学年通信・ホームページなどでお知らせいたします。

＊　ＰＴＡ会費は、本校在籍生徒のうち一番上の生徒（長子）から、５月と１０月に

　　半期分をまとめて集金します。

　　なお、ＰＴＡ会費については、ＰＴＡ会長様からの依頼を受け、学校納付金とともに

　　集金させていただいております。

　

 【修学旅行積立金について】

　　修学旅行積立金につきましては、来年度、旅行会社の集金代行サービスを利用し

　　ご家庭から旅行会社へ直接納入を行っていただく予定です。

　　金額は６５,０００円程度を予定しております。
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【 １年生 年間集金計画 】



　

２年生

大 口 町 立 大 口 中 学 校

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

　大口町内の小中学校では、教材費等の学校納付金は保護者（又は生徒）名義の口座から

必要な金額を引き落とし、学校の口座へ振り替えることにより集金する方法（口座振替制度）で

行っています。

　つきましては、本年度の集金を下記のとおり計画しましたのでお知らせいたします。

１．口座振替の趣旨

 　＊ 集金日に生徒が多額の現金を持ち運ぶことによる危険を避ける。

　 ＊ 集金事務の簡素化及び合理化を図る。

　

２．口座振替の方法

    保護者（又は生徒）の口座（通帳）から学校納付金を引き落とし、学校の口座へ振

  り替えることにより集金します。前日までに残額をご確認ください。　

３．取扱金融機関　　愛知北農業共同組合（ＪＡ愛知北）の本・支店

　（特にお申し出がない限り、前年度の口座を引き続き使用します）

４．学校納付金の項目

　(1) 給食費

令和７年度から無償化のため集金しません。

　

  (2) 教材費等・・・・補助教材、実習費、アルバム代等に要する費用

14,640円

　

  (3) 修学旅行積立金・・・・３年時の修学旅行に要する費用の積立金

　　２年生で積み立てる額　65,000円（予定）

※ 旅行業者の集金代行サービスを利用するため、学校からは振替を行いません。

  (4) 生徒会費・・・・生徒会活動に要する費用で、生徒会規約の定めによる

 　50 円 × 12 月 ＝ 600 円

  (5) ＰＴＡ会費・・・・ＰＴＡ活動に要する費用で、ＰＴＡ規約の定めによる

　230 円 × 12 月 ＝ 2,760 円　（１世帯につき）

  (6) 振替手数料・・・・振替１件につき　11 円

５．口座振替後について

    振り替えができなかった場合は、その月分のみ現金集金となります。生徒を通じて

  集金袋をお渡しいたします。現金もしくは振り込みにて納入してください。

　　現金の場合は、紛失等を防ぐために、原則、保護者の方が学校に持参し納入ください。

保護者各位

年　額

令和７年度　学校納付金について（ ２年生 ）

年　額

記

令和7年4月24日

校　　長

２年主任

大 前 健 二
水 野 沙 織

年　額



  

集金日
（振替日） 給食費 教材費等 修学旅行 自然教室 生徒会費 PTA会費 手数料 長　子 長子以外

5月15日 9,320 300 1,380 11 11,011 9,631
6月10日  
7月7日  
9月5日  

10月10日 3,320 300 1,380 11 5,011 3,631
11月7日   
12月4日  
1月9日 2,000  11 2,011 2,011

2月10日   
合　計 14,640 0 600 2,760 33 18,033 15,273

＊　本校に複数の生徒が在籍する場合、手数料は「生徒一人につき１回１１円」です。

＊　欠食については、欠食初日の３日前（学校の休業日を除く）までにご連絡いただき、

　　合計４日分以上の欠食を行える場合に手続きを行います。

　　原則として学校からのお声がけはしませんのでご承知ください。

＊　生徒会費は、５月と１０月に半期分をまとめて集金します。

＊　教材費等は調整月（１月）に過不足を調整します。

＊　各項目で生じた金額の過不足につきましては、項目間で調整を行う場合があります。

＊　集金額に変更がある場合は、学年通信・ホームページなどでお知らせいたします。

＊　ＰＴＡ会費は、本校在籍生徒のうち一番上の生徒（長子）から、５月と１０月に

　　半期分をまとめて集金します。

　　なお、ＰＴＡ会費については、ＰＴＡ会長様からの依頼を受け、学校納付金とともに

　　集金させていただいております。

　

 【修学旅行積立金について】 　 　

　　２年生分の修学旅行積立金につきましては、旅行会社の集金代行サービスを利用し、

　　ご家庭から旅行会社へ直接納入を行っていただく形を取らせていただきます。

　　詳細につきましては本日の学年懇談会でご説明いたします。
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【 ２年生 年間集金計画 】



　

３年生

大 口 町 立 大 口 中 学 校

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

　大口町内の小中学校では、教材費等の学校納付金は保護者（又は生徒）名義の口座から

必要な金額を引き落とし、学校の口座へ振り替えることにより集金する方法（口座振替制度）で

行っています。

　つきましては、本年度の集金を下記のとおり計画しましたのでお知らせいたします。

１．口座振替の趣旨

 　＊ 集金日に生徒が多額の現金を持ち運ぶことによる危険を避ける。

　 ＊ 集金事務の簡素化及び合理化を図る。

　

２．口座振替の方法

    保護者（又は生徒）の口座（通帳）から学校納付金を引き落とし、学校の口座へ振

  り替えることにより集金します。前日までに残額をご確認ください。　

３．取扱金融機関　　愛知北農業共同組合（ＪＡ愛知北）の本・支店

　（特にお申し出がない限り、前年度の口座を引き続き使用します）

４．学校納付金の項目

　(1) 給食費

令和７年度から無償化のため集金しません。

　

  (2) 教材費等・・・・補助教材、実習費、アルバム代等に要する費用

27,640円

　

  (3) 生徒会費・・・・生徒会活動に要する費用で、生徒会規約の定めによる

 　50 円 × 12 月 ＝ 600 円

  (4) ＰＴＡ会費・・・・ＰＴＡ活動に要する費用で、ＰＴＡ規約の定めによる

            １世帯につき，月額  230 円　230 円 × 12 月 ＝ 2,760 円　（１世帯につき）

  (5) 振替手数料・・・・振替１件につき　11 円

５．口座振替後について

    振り替えができなかった場合は、その月分のみ現金集金となります。生徒を通じて

  集金袋をお渡しいたします。現金もしくは振り込みにて納入してください。

　　現金の場合は、紛失等を防ぐために、原則、保護者の方が学校に持参し納入ください。

令和7年4月24日

保護者各位

校　　長

３年主任

大 前 健 二
石 山 雄 太

年　額

令和７年度　学校納付金について（ ３年生 ）

記

年　額

年　額



  

集金日
（振替日） 給食費 教材費等 (校外学習費） 生徒会費 PTA会費 手数料 長　子 長子以外  
5月15日 9,320 300 1,380 11 11,011 9,631  
6月10日 　　 　  
7月7日 　 　  
9月5日 　 　  

10月10日 8,320 300 1,380 11 10,011 8,631  
11月7日 　　 　   
12月4日 　　 　  
1月9日 10,000 　　 　　 11 10,011 10,011  

2月10日 別途集金 　　 　   
合　計 27,640 600 2,760 33 31,033 28,273  

.
 

＊　本校に複数の生徒が在籍する場合、手数料は「生徒一人につき１回１１円」です。   
＊　欠食については、欠食初日の３日前（学校の休業日を除く）までにご連絡いただき、

　　合計４日分以上の欠食を行える場合に手続きを行います。

　　原則として学校からのお声がけはしませんのでご承知ください。

＊　生徒会費は、５月と１０月に半期分をまとめて集金します。

＊　教材費等は調整月（１月）に過不足を調整します。

＊　各項目で生じた金額の過不足につきましては、項目間で調整を行う場合があります。 　
＊　集金額に変更がある場合は、学年通信・ホームページなどでお知らせいたします。 　
＊　ＰＴＡ会費は、本校在籍生徒のうち一番上の生徒（長子）から、５月と１０月に 　
　　半期分をまとめて集金します。

　　なお、ＰＴＡ会費については、ＰＴＡ会長様からの依頼を受け、学校納付金とともに 　　
　　集金させていただいております。

　
　
　

＊　修学旅行体験費につきましては各個人金額が異なりますので別途集金とさせていただきます。

＊　校外学習費につきましても、別途集金させていただきます。

集金（振替）金額の内訳 合　計

【 ３年生 年間集金計画 】


